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本案判決前における仮の救済の主な論点

執行停止の要件1

執行停止の要件として「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる

回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき （行政事件訴訟法」

第 条第 項本文）と定めていることにより不都合が生じているのは、ど25 2

のような場合か。

（注 「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避け1）

るため緊急の必要があるとき （行政事件訴訟法第 条第 項本文）との要」 25 2

件に関する裁判例につき、別紙 参照1

弁護士に対する戒告処分の公告は同処分の続行手続ではないとして、（注 ）なお、2

それにより生じる損害は行政事件訴訟法２５条２項にいう回復の困難な損害に当

最高裁判所の裁判例として、最高裁平成１５年３月１１日たらないものとした

第三小法廷決定・裁判所時報 号 頁（別紙 ）参照1336 1 2

執行停止決定に対する不服申立ての在り方2

執行停止決定に対する即時抗告（行政事件訴訟法第 条第 項）は、執25 6

25 7行停止決定の執行を停止する効力を有しない（行政事件訴訟法第 条第

項）とされていることについて、どのように考えるか。

（参考）民事訴訟法第 条334

（原裁判の執行停止）

第三百三十四条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

２ 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について

決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることがで

きる。

（注）内閣総理大臣の異議の制度（行政事件訴訟法第 条）との関係についても検27

討する必要がある。

公権力の行使に当たる行為についての執行停止以外の仮の救済3

( ) 係争物に関する仮処分に類する仮の救済が必要となるのはどのような1

場合か。例えば、農地買収処分の無効を前提として、当該農地の売渡しを

受けた者を相手方とする当該農地の処分禁止の仮処分を求める場合につい
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て、現在は行政事件訴訟法第 条により、民事保全法に規定する仮処分44

をすることができないと解されるが、この場合の仮の救済についてどのよ

うに考えるか。

( ) 仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済が必要となるのはどのよう2

な場合か。行政の作為・不作為の給付を求める訴えによる救済の認められ

る範囲との関係はどうか。

（注 ）許可申請に対する拒否処分の執行停止に関する裁判例につき、別紙 参照1 3

（注 ）行政事件訴訟法第 条により仮処分が許されないこととなるか否かが争2 44

われた裁判例につき、別紙 参照4

( ) 仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済の制度を設けるものとした3

場合の要件についてはどのように考えるか。

① 行政訴訟における仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済の必要性

に関する要件として、どのような要件が必要と考えられるか。

（参考）

執行停止の積極要件： 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困「

難な損害を避けるため緊急の必要があるとき （行政事件訴訟法第 条第 項本」 25 2

文）

仮の地位を定める仮処分における保全の必要性の要件： 争いがある権利関係に「

23ついて債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため 民事保全法第」（

条第 項）2

② 行政訴訟における仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済について

の本案に関する要件として、どのような要件が必要と考えられるか。

（参考）

執行停止における本案についての要件： 本案について理由がないと見えるとき「

は、することができない （行政事件訴訟法第 条第 項後段）」 25 3

仮の地位を定める仮処分における保全すべき権利関係についての要件： 保全す「

べき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない （民事保。」

全法第 条第 項）の要件13 2

③ 行政訴訟における仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済につい

て、公共の福祉又は公益に配慮した要件を設ける必要性があるか。ある

とする場合には、どのような要件が適当か。

（参考）
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執行停止については「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」は

（ ）。執行停止をすることできないとされている 行政事件訴訟法第 条第 項前段25 3

④ 行政訴訟における仮の地位を定める仮処分に類する仮の救済につい

て、本案の訴えの提起を要するか否かについて、どのように考えるか。

（参考）

25執行停止については本案の訴えの提起が必要とされている 行政事件訴訟法第（

条第 項本文 。2 ）

仮の地位を定める仮処分については、仮処分の申立ての時点で本案の訴えが提

起されている必要はなく、仮処分命令を発した裁判所が債務者の申立てにより債

（ ）。権者に対して本案の訴えの提起を命ずる制度がある 民事保全法第 条第 項37 1
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（別紙 ）1

執行停止の要件である「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な

損害を避けるため緊急の必要があるとき （行政事件訴訟法第 条第 項本文）に関」 25 2

する裁判例

原状回復又は金銭賠償が不能な場合だけではなく、たとえ終局的には金銭賠償が1

可能であっても、社会通念上、そのことだけではてん補されないと認められるよう

な著しい損害を被ることが予想される場合も含まれるとしたもの

① 東京高裁昭和４１年５月６日決定・行裁集１７巻５号４６３頁

（公務員の免職処分の執行停止につき「回復の困難な損害」を肯定）

② 高知地裁昭和４７年５月１２日決定・訟務月報１８巻９号１４３２頁

（農地の仮換地指定処分につき「回復の困難な損害」を否定）

③ 名古屋地裁昭和５０年６月２５日決定・訟務月報２１巻９号１８４３頁

（地下鉄路線がその地下を通ることとなる土地の所有者らの申し立てた地下

鉄建設工事に関する事業認定及び土地収用採決の執行停止につき、一般的

には金銭補償により満足すべきことなどを理由に「回復の困難な損害」を

否定）

原状回復又は金銭賠償が不能であるとき、若しくは金銭賠償が一応可能であって2

も、損害の性質、態様にかんがみ、損害がなかった原状を回復させることは社会通

念上容易でないと認められる場合であって、行政処分の相手方にその損害を受忍さ

せることが社会通念上相当でないと認められる場合をいうとしたもの

④ 神戸地裁昭和４８年２月７日決定・判例タイムズ２９２号３０９頁

（公立高校の生徒に対する退学処分の執行停止につき「回復の困難な損害」

を否定）

⑤ 札幌高裁昭和４２年９月２５日決定・行裁集１８巻８・９号１２１１頁

（在日外国人の退去強制手続における収容の執行停止につき「回復の困難な

損害」を肯定）

⑥ ②の抗告審高松高裁昭和４７年８月２１日決定・判例時報６８２号１３頁

（農地の仮換地指定処分につき「回復の困難な損害」を否定）

⑦ 札幌高裁昭和５１年１０月２７日決定・行裁集２７巻１０号１６４９頁

（ 「 」 ）私立学校の校地の換地処分の執行停止につき 回復の困難な損害 を否定

⑧ 大阪地裁平成２年１２月２５日決定・判例時報１３８２号２１頁
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（ 「 」外国人の退去強制手続における送還の執行停止につき 回復の困難な損害

を肯定）

社会通念上手続の続行等の不停止によって維持される行政目的の達成とその停止3

によって申立人の免れる損害とを比較衡量して、前者を犠牲にしてもなお後者を救

済しなければならないと考えられる程度の損害をいうとしたもの

⑨ 岡山地裁昭和４３年１２月１７日決定・行裁集１９巻１２号１９４０頁

（不動産業者の営業用の土地に対する滞納処分の続行停止につき「回復の困

難な損害」を否定）

⑩ 熊本地裁昭和３９年６月３日決定・行裁集１５巻６号１０４４頁

（ダム建設反対闘争の拠点とする目的で築造した建物等の所有者が申し立て

たダム建設事業にかかる土地収用裁決の執行停止につき「回復の困難な損

害」を否定）

⑪ 熊本地裁昭和４１年９月１４日決定・訟務月報１２巻１２号１６５９頁

（ダム工事用仮設備事業に関する収用裁決により収用された土地上の配水管

「 」 ）の移転義務の代執行に対する執行停止につき 回復の困難な損害 を否定

⑫ 大津地裁昭和４３年２月１９日決定・訟務月報１４巻４号３８６頁

（河川の敷地内から砂利等を無断採取した建設業者に対して砂利等を採取跡

「 」に戻すこと等を命ずる原状回復命令の執行停止につき 回復の困難な損害

を否定）
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（別紙 ）2

最高裁平成１５年３月１１日第三小法廷決定・懲戒処分執行停止に対する許可抗告

事件（裁判所時報 号 頁）1336 1

「本件は、抗告人から平成１４年９月１０日付けで戒告する旨の処分（以下「本

件処分」という ）を受けた相手方が、本件処分の効力又はその手続の続行とし。

て日本弁護士連合会会則（以下「会則」という ）９７条の３第１項５号に基づ。

く公告（以下「本件公告」という ）が行われると、相手方の弁護士としての社。

会的信用等が低下するなどして回復し難い損害を被るとして、主位的に本件処

分の効力の停止を、予備的に本件処分に基づく手続の続行の停止を求める事件

である。

弁護士に対する戒告処分は、それが当該弁護士に告知された時にその効力が

生じ、告知によって完結する。その後会則９７条の３第１項に基づいて行われ

る公告は、処分があった事実を一般に周知させるための手続であって、処分の

効力として行われるものでも、処分の続行手続として行われるものでもないと

いうべきである。そうすると、本件処分の効力又はその手続の続行を停止する

ことによって本件公告が行われることを法的に阻止することはできないし、本

件処分が本件公告を介して第三者の知るところとなり、相手方の弁護士として

の社会的信用等が低下するなどの事態を生ずるとしても、それは本件処分によ

るものではないから、これをもって本件処分により生ずる回復困難な損害に当

たるものということはできない。これと異なる原審の判断には、裁判に影響を

及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原決定は破棄を免れない。論旨は理

由がある。そして、以上によれば、本件申立ては、却下すべきものである 」。
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（別紙 ）3

許可申請に対する拒否処分の執行停止に関する裁判例

許可申請に対する拒否処分については、その執行を停止してみても、当該拒否処分1

、 、がされる前の状態を回復するだけで 何ら積極的な効果が生ずるものではないから

その執行停止を求める申立ては申立ての利益を欠くとの観点から、執行停止の申立

てを不適法としたもの

① 旅券発給拒否処分につき、東京地裁昭和２７年３月２４日決定・行裁集３巻２

号４１５頁、その抗告審東京高裁昭和２７年４月８日決定・行裁集３巻３号６０

２頁）

② 刑務所長が受刑者の私本の購入願及び下付願に対してした各不許可処分（東京

地裁昭和４１年３月２８日決定・訟務月報１２巻５号６６４頁）

③ 河川法に基づく工作物設置許可申請に対する不許可処分（東京地裁昭和４４年

６月１４日決定・行裁集２０巻５・６号７４０頁）

④ ぱちんこ営業不許可処分（大阪地裁昭和４４年１０月２１日決定・行裁集２０

巻１２号１５５３頁）

⑤ 国税通則法８４条１項所定の補佐人帯同不許可処分（長崎地裁昭和４５年１１

月４日決定・訟務月報１７巻６号１００３頁）

⑥ 生活保護法に基づく保護開始申請に対する却下処分（東京地裁昭和４５年１２

月２４日決定・判例時報６１８号１９頁）

⑦ 町立小学校の体育館等の使用不許可処分（福島地裁昭和４６年７月２０日決定

・判例時報６５６号３４頁。広島地裁昭和４９年６月１４日決定・ジュリスト５

７７号６頁４９７も同旨）

⑧ 監獄法に基づく信書の発信許可願に対する不許可処分（広島地裁昭和４６年１

２月１０日決定・訟務月報１８巻３号４０５頁）

⑨ 国立大学大学院在学期間延長申請に対する不許可処分（高松高裁昭和４７年９

月７日決定・行裁集２３巻８・９号６６５頁。その原審徳島地裁昭和４７年５月

１１日決定・訟務月報１８巻８号１２７８頁も同旨）

⑩ 仮処分登記嘱託却下処分（広島地裁昭和４８年６月３０日決定・訟務月報１９

巻１２号１１５頁）

⑪ みこし行列を行うことを目的としてされた道路交通法７７条１項に基づく道路

使用許可申請に対する不許可処分（大阪地裁昭和５０年８月１２日決定・訟務月

報２１巻１０号２０７９頁）
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⑫ 出入国管理令（昭和５６年法律第８６号により出入国管理及び難民認定法と題

名改正）５４条に基づく仮放免の期間延長申請に対する不許可処分（神戸地裁昭

和５１年８月６日決定・訟務月報２２巻９号２２０５頁）

⑬ 消防法１１条１項に基づく給油取扱所の設備、構造の変更許可申請に対する不

許可処分及び同条５項に基づく完成検査済証を交付しない処分（長崎地裁昭和５

４年４月１６日決定・行裁集３０巻４号７５３頁）

⑭ 公立学校教員採用選考試験に関する願書受理拒否処分（名古屋地裁昭和５６年

７月１８日決定・労働判例３７４号付録２３頁、その抗告審名古屋高裁昭和５６

年７月２０日決定・判例時報１０１５号５１頁）

⑮ 公立高校の校長がした受験者の身体障害を理由とする入学不許可処分（神戸地

裁平成３年７月２２日決定・行裁集４２巻６・７号１１９３頁、その抗告審大阪

高裁平成３年１１月１５日決定・行裁集４２巻１１・１２号１７８８頁）

執行停止により拒否処分がされる前の状態を回復することに何らかの法的利益が認2

められるとして、申立ての利益を肯定し、拒否処分の執行停止を適法であるとした

もの

⑯ 鉱業法１８条２項に基づく試掘権存続期間延長申請に対する不許可処分の効力

停止を求める申立てにつき、同法２０条によれば、延長申請があったときは、試

掘権の存続期間の満了の後でも、申請が拒否されるまで、又は延長の登録がある

までは、試掘権は存続するものとみなされるから、処分の効力停止により試掘権

者はその権利を行うことができることになるとして 申立てを適法としたもの 札、 （

幌地裁昭和３４年５月１１日決定・行裁集１０巻５号１０１６頁）

⑰ 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例（昭和２５年東京都条例第４４

号）１条に基づく集団示威運動の許可申請に対する不許可処分の効力停止を求め

る申立てにつき、条例は、集団行動について文面上は許可制を採っているが、不

許可とし得る場合を厳格に制限して許可を義務付けており、実質において届出制

と異ならないから、処分の効力が停止されることによって適法な集団示威運動を

し得ることになるとして、申立てを適法としたもの（東京地裁昭和４２年１１月

２７日決定・行裁集１８巻１１号１４８５頁）

⑱ 集団示威運動、集団行進及び集会に関する条例（昭和３６年広島県条例第１３

号）に基づく集団示威運動の許可申請に対する不許可処分の効力停止を求める申

立てにつき、同条例８条２項によれば、不許可処分がない場合には許可したもの



- 9 -

とみなされるから、処分の効力停止により適法な集団運動をし得ることになると

して、申立てを適法としたもの（広島地裁昭和４６年４月１５日決定・行裁集２

２巻４号５１６頁）

⑲ 在留期間更新不許可処分の効力停止を求める申立てにつき、許否いずれかの処

分がされるまでは、旅券に記載された在留期間が徒過した後においても、不法残

留者としての責任を問えないという意味において本邦に在留することができるの

であるから、処分の効力停止を認める利益があるとして、申立てを適法としたも

の（東京地裁昭和４５年９月１４日決定・行裁集２１巻９号１１１３頁、神戸地

裁昭和４９年１月１４日決定・訟務月報２０巻５号１４３頁、その抗告審大阪高

裁昭和４９年１０月２４日決定・訟務月報２０巻１３号１０２頁、大阪地裁昭和

５５年９月１９日決定・訟務月報２７巻１号１７９頁）
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（別紙 ）4

行政事件訴訟法第 条により仮処分が許されないこととなるか否かが争われた裁判例44

１ 現業国家公務員に対する不利益処分に関するもの

（いずれも仮処分による救済を否定したもの）

① 現業国家公務員の配置換え（配転命令）につき、国家公務員法及び人事院規

則８－１２（職員の任免）は、現業国家公務員の任用については、非現業国家

公務員の場合と同じく、行政庁の処分であることを前提として規定していると

ころ、配置換えも任用処分の一方法である以上、公権力の行使たる行政処分に

当たるとして、仮処分による救済を否定したもの（福島地裁昭和４３年３月１

２日判決・訟務月報１４巻３号３１５頁、その控訴審仙台高裁昭和４４年４月

７日判決・行裁集２０巻５・６号５９９頁、京都地裁昭和４６年３月２６日判

決・労民集２２巻２号３４３頁、その控訴審大阪高裁昭和４７年９月８日判決

・労民集２３巻５・６号５６３頁、東京地裁昭和４６年４月６日判決・労民集

２２巻２号４１８頁、その控訴審東京高裁昭和４８年１月２３日判決・訟務月

報１９巻３号３２頁、東京高裁昭和４７年３月２４日判決・労民集２３巻２号

９７頁、名古屋地裁昭和４７年９月２７日決定・訟務月報１８巻１２号１８３

１頁）

② 現業国家公務員に対する懲戒免職処分につき、同処分は国家公務員法８２条

に基づいてされた処分であって、いわゆる法定処分として行政事件訴訟法４４

条にいう行政庁の処分に当たることは明らかであるとして、仮処分による救済

を否定したもの（名古屋地裁昭和４７年９月２７日決定・判例タイムズ２８５

号２１６頁）

③ 臨時雇の現業国家公務員に対する再任用の拒否処分につき、現業国家公務員

である臨時雇の公務員たる地位は再任用されない限り予定雇用期間の満了によ

って当然に終了すると解されるから、地位保全仮処分申請は、行政庁に代わっ

て再任用という行政処分を仮にすべきことを求めるものにほかならないが、そ

のような仮処分は行政事件訴訟法４４条の趣旨にかんがみ許されないとして、

同申請を却下したもの（福井地裁昭和５１年３月１９日判決・訟務月報２２巻

４号９９５頁）

公共施設等の建設等公共工事に関するもの2
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（仮処分による救済を否定したもの）

④ 市道建設工事の続行禁止を求める仮処分申請につき、当該仮処分申請は、当

該道路の配置計画自体の瑕疵を主張しその建設工事の続行禁止を求めるもので

あるが、このような仮処分は結局道路の区域決定ないし区域変更という行政処

分の実効性を失わせ、実質上その効力を停止する作用を営むことになるとして、

行政事件訴訟法４４条により許されないとしたもの（広島地裁昭和５３年１２

月５日決定・判例タイムズ３７３号１１５頁。その抗告審広島高裁昭和５４年

３月３日決定・判例タイムズ３８２号１０５頁も結論同旨）

⑤ 道路建設予定地又はその周辺に居住する住民がした、同予定地の売買契約及

び道路建設工事の禁止を求める仮処分申請につき、行政事件訴訟法４４条の立

法趣旨は、行政の目的の適正、迅速かつ確実な実現を確保するために、行政庁

の処分その他公権力の行使に当たる行為について、仮処分をもって直接その行

政権の作用を阻止することを認めないとするものと解されるところ、道路建設

という行政目的実現のために不可分一体と認められる一連の過程の一部である

前記売買契約及び道路建設工事について仮処分を認めると、当該仮処分は、先

行の行政処分たる道路区域決定（区域変更）の効力を無に帰するから、前記仮

処分申請は、同条の立法趣旨に照らし、不適法であるとしたもの（広島高裁平

成４年９月９日決定・訟務月報３９巻８号１３８９頁）

（仮処分による救済を一部認めたもの）

⑥ 高速道路建設工事につき、同工事は建設大臣が計画決定をした都市計画に基

づく事業であることや道路法の規定等にかんがみて、公権力の行使に当たる行

為に該当するから、同工事を全面的かつ長期間にわたって停止するような同道

路建設（公権力の行使）を不可能にする仮処分は許されないとした上で、本案

訴訟が適法である以上、それに付随する仮処分を許すべきことは当然の法理で

あるといえるから、行政事件訴訟法４４条の規定は、正当な公権力の行使を妨

げることのない仮処分、たとえばその行使方法の是正を求め、あるいはそれが

正当に行使されるべきことの保障を求め、若しくはごく短期間に限ってその行

使を停止するなどの仮処分を禁止する趣旨ではないとして、仮処分申請を一部

認容したもの（神戸地裁尼崎支部昭和４８年５月１１日決定・訟務月報１９巻

１２号３３頁）

仮処分申請を適法としたもの）（

⑦ 市道改良工事は、公共用施設の設置行為のうちのその設置のための決定では
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なく、その建築のための事実行為であり、これは地方公共団体の公権力の行使

という性質を有するものではなく、また、個人の権利の制限、義務の受忍を当

然に予想するものでもないから、行政事件訴訟法４４条にいう「行政庁の処分

その他公権力の行使に当たる行為」には該当せず、民事訴訟法上の仮処分の対

象となるとしたもの（静岡地裁沼津支部昭和５３年５月２９日決定・訟務月報

２４巻７号１４５６頁）

⑧ 都市計画道路である市道の整備工事の一環として市が施行する橋りょう工事

の差止めを求める仮処分の申請につき、前記橋りょう工事自体は、市が私人と

対等の立場に立って締結する私法上の請負契約により私有地外の河川及び市道

上に前記橋りょうを設置するという事実行為であって、前記橋りょう工事の施

行それ自体は公権力の行使という性質を有するものではなく、まして、市が公

権力の行使により直接住民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定すること

を法律上認められている場合に該当するものではないから、行政事件訴訟法４

４条にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には該当しない

として、前記仮処分申請は適法であるとしたもの（神戸地裁尼崎支部昭和５３

年１０月２７日判決・判例タイムズ３７４号１３９頁）

⑨ 国道改築工事及びこれに伴う県道、農業用水路及び農業用道路付替工事の起

業者である建設大臣の行う橋りょう架設工事の差止めを求める仮処分の申請に

つき、行政法規上道路建設工事が公権力性を有すると認められるような規定は

置かれていないから、道路建設工事は公権力の行使に当たる行為とはいえない

事実行為であって、民事訴訟による差止請求の対象にすることができると解す

べきであり、しかも、前記差止めを求める理由は橋りょうの水面上の高さが低

いため申請者の荷役用船舶の航行が不可能となるというにあって、道路建設工

事の事業計画（都市計画道路の変更、道路区域の決定、土地収用法上の事業認

定）そのものの適否を争い、変更を求めるものではないから、仮に前記仮処分

申請が認容されたとしても既存の行政処分の効力を否定することにはならない

として、前記仮処分申請は適法であるとしたもの（和歌山地裁昭和５７年１１

月１１日決定・訟務月報２９巻６号１０４２頁）

公立学校に関係するもの3

（仮処分による救済を否定したもの）

⑩ 県公立学校教員採用選考試験を受けるべき地位にあることを仮に定めること
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及び同試験を受けることの妨害禁止を求める仮処分の申請につき、県教育委員

会のした同試験願書の返戻行為は、単なる事実行為ではなく、受験申請を拒否

し願書を受理しない旨の意思を表示したものであって、願書提出者に試験を受

ける機会を失わせる効果をもたらすものであるから、行政庁の処分に当たると

ころ、前記仮処分申請は、同行政処分の効力を否定し、これを直接阻害するこ

とを内容とするものであることが明らかであり、行政事件訴訟法４４条により

許されないとしたもの（名古屋地裁昭和５６年７月１８日決定・行裁集３２巻

７号１２３４頁、その抗告審名古屋高裁昭和５６年７月２０日決定・労働判例

３８７号付録３７頁）

⑪ 市立養護学校高等部の入学者の応募資格を有する地位にあることを仮に定め

る旨の仮処分申請が、公立学校の在学関係は、契約関係ではなく、いわゆる公

法上の特別権力関係に属するものであるとして、許されないとしたもの（京都

地裁平成元年１月１１日決定・判例地方自治５６号４０頁）

（仮処分申請を適法としたもの）

⑫ 町立小学校の旧校舎の取壊しの差止めを求める仮処分申請につき、同取壊し

には、道路工事のように住民に対する受忍を強制する効果等は認められないし、

他に公権力の行使としての効果を認めることもできないから、同取壊しは単な

る事実行為にすぎないとして、前記仮処分申請を適法としたもの（東京高裁昭

和５２年１１月１６日判決・行裁集２８巻１１号１２２６頁。その原審浦和地

裁昭和５２年１月２８日判決・判例時報８４３号２９頁も結論同旨）

⑬ 停職処分を受けた県立高校教諭が、教職員組合の組合活動をするため、学校

施設内に立ち入ることの妨害禁止を求める仮処分申請につき、行政事件訴訟法

４４条は、行政庁のする行為の全般にわたって全面的に仮処分を禁止するもの

ではなく、行政庁の行為であっても、私法上ないし労働法上の規律を受ける行

為については仮処分の目的とすることも許されると解すべきであるとした上、

当該申請においては、教職員組合の組合員たる地位に基づく立入りといういわ

ば使用者と被用者間の労働法上の権利義務の存否が問題となっているところ、

学校管理権の名において全面的に組合活動上の権利を否定し去ることは許され

ないとして、前記仮処分申請は適法であるとしたもの（静岡地裁昭和３９年１

１月３０日判決・行裁集１５巻１１号２１５８頁）

⑭ 国立大学の学舎移転に伴い受教育地の変更通知を受けた学生らが国を相手と

して申請した旧学舎において教育を受ける地位を有することを仮に定める旨の
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仮処分申請につき、国立大学学生の在学関係は私法上の契約関係であるとして、

前記仮処分申請は適法であるとしたもの（大阪地裁昭和５５年３月１４日決定

・訟務月報２６巻６号９２０頁）


